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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐圧機器であって、
　筒状の本体部と、
　環状の壁部を有し、前記壁部と前記本体部とが互いに接合されて前記本体部の開口を閉
塞する蓋部と、
　前記本体部及び前記壁部の少なくとも一方の内周面に対向して設けられ、前記本体部と
前記蓋部との相対位置を定める位置決め部と、
　前記本体部及び前記壁部の前記少なくとも一方の内周面に形成され、周方向に延びる溝
部と、を備え、
　前記位置決め部は、前記溝部の縁と対向するように設けられると共に、前記本体部及び
前記蓋部とは別体として形成され前記本体部及び前記壁部の両方の内周面に対向して設け
られることを特徴とする
耐圧機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の耐圧機器であって、
　前記位置決め部は、その縁の位置が前記溝部の縁の位置と一致するように設けられるこ
とを特徴とする
耐圧機器。
【請求項３】
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　請求項１に記載の耐圧機器であって、
　前記位置決め部は、前記溝部を覆うように設けられることを特徴とする
耐圧機器。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の耐圧機器であって、
　前記溝部の内側面は、前記溝の底部から前記壁部と前記本体部との接合部に向かって曲
面状に形成される第１曲面部と、前記溝の底部から前記接合部とは反対側に向かって曲面
状に形成される第２曲面部と、を有し、
　前記第１曲面部の曲率半径は、前記第２曲面部の曲率半径よりも小さいことを特徴とす
る
耐圧機器。
【請求項５】
　耐圧機器であって、
　筒状の本体部と、
　環状の壁部を有し、前記壁部と前記本体部とが互いに接合されて前記本体部の開口を閉
塞する蓋部と、
　前記本体部及び前記壁部の少なくとも一方の内周面に対向して設けられ、前記本体部と
前記蓋部との相対位置を定める位置決め部と、
　前記本体部及び前記壁部の前記少なくとも一方の内周面に形成され、周方向に延びる溝
部と、を備え、
　前記位置決め部は、前記溝部の縁と対向しかつ前記位置決め部の縁の位置が前記溝部の
縁の位置と一致するように設けられることを特徴とする
耐圧機器。
【請求項６】
　耐圧機器であって、
　筒状の本体部と、
　環状の壁部を有し、前記壁部と前記本体部とが互いに接合されて前記本体部の開口を閉
塞する蓋部と、
　前記本体部及び前記壁部の少なくとも一方の内周面に対向して設けられ、前記本体部と
前記蓋部との相対位置を定める位置決め部と、
　前記本体部及び前記壁部の前記少なくとも一方の内周面に形成され、周方向に延びる溝
部と、を備え、
　前記位置決め部は、前記溝部の縁と対向しかつ前記溝部を覆うように設けられることを
特徴とする
耐圧機器。
【請求項７】
　耐圧機器であって、
　筒状の本体部と、
　環状の壁部を有し、前記壁部と前記本体部とが互いに接合されて前記本体部の開口を閉
塞する蓋部と、
　前記本体部及び前記壁部の少なくとも一方の内周面に対向して設けられ、前記本体部と
前記蓋部との相対位置を定める位置決め部と、
　前記本体部及び前記壁部の前記少なくとも一方の内周面に形成され、周方向に延びる溝
部と、を備え、
　前記位置決め部は、前記溝部の縁と対向して設けられ、
　前記溝部の内側面は、前記溝の底部から前記壁部と前記本体部との接合部に向かって曲
面状に形成される第１曲面部と、前記溝の底部から前記接合部とは反対側に向かって曲面
状に形成される第２曲面部と、を有し、
　前記第１曲面部の曲率半径は、前記第２曲面部の曲率半径よりも小さいことを特徴とす
る
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耐圧機器。
【請求項８】
　シリンダに作動流体が給排されることによって伸縮作動する流体圧シリンダであって、
　前記シリンダは、請求項１から７のいずれか１項に記載の耐圧機器であることを特徴と
する
流体圧シリンダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐圧機器及び流体圧シリンダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体圧シリンダにおけるシリンダや圧力容器等の耐圧機器は、筒状の本体部と蓋部とを
互いに溶接することによって成形されることがある。例えば、流体圧シリンダのシリンダ
は、シリンダチューブとシリンダボトムとの溶接によって成形される。溶接時に形成され
る接合部は、シリンダや容器の内周面に突出することがあり、この場合、突出部の根元に
おいて応力集中が生じ、この根元から接合部に亀裂が生じるおそれがある。突出部の根元
における応力を軽減するために、シリンダや容器の内周面に溝を形成することが提案され
ている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１４／１８４２９１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されるシリンダでは、シリンダチューブの内周面に対向する位置決め
部としての延長部がシリンダボトムに設けられ、位置決め部によってシリンダボトムとシ
リンダチューブとの相対位置が定められる。シリンダチューブの内周面には、周方向に延
びる溝が形成されており、この溝によって、接合部を介してシリンダチューブからシリン
ダボトムに伝わる力の経路が狭められる。その結果、接合部の内周に伝わる力が低減し、
接合部の根元における応力が軽減されてシリンダの耐久性が向上する。
【０００５】
　シリンダの内周面の溝は、接合部に近いほど接合部の内周に伝わる力を低減する。この
ような理由から、シリンダの耐久性をより向上させるためには、溝を接合部の近くに形成
することが好ましい。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されるシリンダにおいて、シリンダの内周面の溝を接
合部の近くに形成するためにはシリンダボトムの位置決め部を短くする必要がある。位置
決め部を短くすると、位置決め部によるシリンダチューブとシリンダボトムとの位置決め
ができなくなり、耐圧機器の成形精度が低下するおそれがある。
【０００７】
　本発明は、耐圧機器の成形精度及び耐久性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明は、筒状の本体部と、壁部と本体部とが互いに接合される蓋部と、本体部及
び壁部の少なくとも一方の内周面に対向して設けられる位置決め部と、本体部及び壁部の
少なくとも一方の内周面に形成される溝部と、を備え、位置決め部は、溝部の縁と対向す
るように設けられると共に、本体部及び蓋部とは別体として形成され本体部及び壁部の両
方の内周面に対向して設けられることを特徴とする。
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【０００９】
　第１の発明では、溝部を壁部と本体部との接合部に近づけつつ位置決め部を長くするこ
とができる。したがって、接合時には本体部と蓋部とを高い精度で位置決めすることがで
き、接合後には接合部の内周での応力を軽減することができる。また、本体部及び蓋部か
ら位置決め部への熱の伝達が軽減される。したがって、接合時における位置決め部の軟化
を防止することができ、壁部と本体部との接合部の突出を軽減することができる。これに
より、接合部における応力集中を緩和することができ、耐圧機器の耐久性を向上させるこ
とができる。
【００１０】
　第２の発明は、位置決め部が、その縁の位置が溝部の縁の位置と一致するように設けら
れることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明では、位置決め部の外周面の全体が本体部及び壁部の少なくとも一方の内周
面と対向する。したがって、本体部と壁部とを、これらの軸心をより高い精度で合わせた
状態で接合することができる。
【００１２】
　第３の発明は、位置決め部が、溝部を覆うように設けられることを特徴とする。
【００１３】
　第３の発明では、位置決め部は、本体部及び壁部の少なくとも一方の内周面のうち溝部
に対して接合部とは反対側の領域においても対向する。したがって、本体部と蓋部との位
置決め精度をより向上させることができる。
【００１４】
　第４の発明は、溝部の内側面が、溝の底部から壁部と本体部との接合部に向かって曲面
状に形成される第１曲面部と、溝の底部から接合部とは反対側に向かって曲面状に形成さ
れる第２曲面部と、を有し、第１曲面部の曲率半径は、第２曲面部の曲率半径よりも小さ
いことを特徴とする。
【００１５】
　第４の発明では、溝部の縁を接合部に近づけることなく溝部の底部を接合部に近づける
ことができる。したがって、接合部の内周での応力をより軽減することができ、耐圧機器
の耐久性をより向上させることができる。
【００１６】
　第５の発明は、位置決め部が、その縁の位置が溝部の縁の位置と一致するように設けら
れることを特徴とする。
　第６の発明は、位置決め部が、溝部を覆うように設けられることを特徴とする。
　第７の発明は、溝部の内側面が、溝の底部から壁部と本体部との接合部に向かって曲面
状に形成される第１曲面部と、溝の底部から接合部とは反対側に向かって曲面状に形成さ
れる第２曲面部と、を有し、第１曲面部の曲率半径は、第２曲面部の曲率半径よりも小さ
いことを特徴とする。
【００１７】
　第５の発明では、位置決め部の外周面の全体が本体部及び壁部の少なくとも一方の内周
面と対向する。したがって、本体部と壁部とを、これらの軸心をより高い精度で合わせた
状態で接合することができる。
　第６の発明では、位置決め部は、本体部及び壁部の少なくとも一方の内周面のうち溝部
に対して接合部とは反対側の領域においても対向する。したがって、本体部と蓋部との位
置決め精度をより向上させることができる。
　第７の発明では、溝部の縁を接合部に近づけることなく溝部の底部を接合部に近づける
ことができる。したがって、接合部の内周での応力をより軽減することができ、耐圧機器
の耐久性をより向上させることができる。
【００１８】
　第８の発明は、シリンダに作動流体が給排されることによって伸縮作動する流体圧シリ
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ンダに係り、シリンダは、前述の耐圧機器であることを特徴とする。
【００１９】
　第８の発明では、シリンダが前述の耐圧機器であるので、シリンダは高い耐久性を有す
る。したがって、流体圧シリンダの耐久性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、耐圧機器の成形精度及び耐久性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態に係るシリンダを備えた油圧シリンダの部分断面図である
。
【図２】図１におけるＡ部の拡大図である。
【図３】シリンダが引張荷重を受けたときにシリンダボトムからシリンダチューブに伝わ
る力の流れ（力線）を示す図であり、図２に対応して示す。
【図４】本発明の第２実施形態に係るシリンダの拡大断面図である。
【図５】本発明の第３実施形態に係るシリンダの拡大断面図である。
【図６】本発明の第４実施形態に係るシリンダの拡大断面図である。
【図７】本発明の第５実施形態に係るシリンダの拡大断面図である。
【図８】本発明の第６実施形態に係るシリンダの拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る耐圧機器について説明する。耐圧機器
は流体を貯留可能に形成され、流体の圧力を内側から受ける。以下では、耐圧機器が、流
体圧シリンダとしての油圧シリンダ１に用いられるシリンダ１００，２００，３００，４
００，５００，６００である場合について説明する。
【００２３】
　＜第１実施形態＞
　まず、本発明の第１実施形態に係るシリンダ１００及び油圧シリンダ１について、図１
から図３を参照して説明する。図１に示すように、油圧シリンダ１は、中空のシリンダ１
００と、シリンダ１００内に挿入されるピストンロッド２０と、ピストンロッド２０の端
部に設けられシリンダ１００の内周面に沿って摺動するピストン３０と、を備える。ピス
トン３０によって、シリンダ１００の内部がロッド側室４と反ロッド側室５とに区画され
る。ロッド側室４及び反ロッド側室５には、作動流体としての作動油が充填される。
【００２４】
　ピストンロッド２０はシリンダ１００から延出しており、シリンダ１００に給排される
作動油によって油圧シリンダ１は伸縮作動する。具体的には、作動油が反ロッド側室５に
供給されロッド側室４から作動油が排出されると、油圧シリンダ１は伸長作動する。また
、作動油がロッド側室４に供給され反ロッド側室５から作動油が排出されると、油圧シリ
ンダ１は収縮作動する。
【００２５】
　シリンダ１００は、シリンダチューブ（筒状の本体部）１１０と、シリンダチューブ１
１０の一方の開口を閉塞するシリンダボトム（蓋部）１２０と、を備える。シリンダチュ
ーブ１１０の他方の開口は、ピストンロッド２０を摺動自在に支持するシリンダヘッド５
０によって閉塞される。シリンダボトム１２０には、油圧シリンダ１を他の機器に取り付
けるための取付部１２３が形成される。
【００２６】
　以下において、シリンダチューブ１１０の中心軸に沿う方向を「軸方向」と称し、シリ
ンダチューブ１１０の中心軸を中心とする放射方向を「径方向」と称し、シリンダチュー
ブ１１０の中心軸の周りに沿う方向を「周方向」と称する。
【００２７】
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　図２は、図１におけるＡ部の拡大図である。図２に示すように、シリンダボトム１２０
は、シリンダチューブ１１０の開口を覆うボトム本体１２１と、ボトム本体１２１から軸
方向に延在する環状の壁部１２２と、を有する。壁部１２２の先端部１２２ａは、シリン
ダチューブ１１０の開口端部１１０ａと溶接によって接合される。換言すれば、シリンダ
チューブ１１０とシリンダボトム１２０とは、壁部１２２の先端部１２２ａとシリンダチ
ューブ１１０の開口端部１１０ａとの間に形成される接合部１３０を介して互いに接合さ
れる。この溶接には、プラズマ溶接及びＴＩＧ溶接を含むアーク溶接、ガス溶接、レーザ
ー溶接、電子ビーム溶接、抵抗溶接、並びに摩擦圧接など任意の方法を用いることができ
る。
【００２８】
　また、シリンダ１００は、シリンダチューブ１１０とシリンダボトム１２０との相対位
置を定める位置決め部としてのバックリング１４０を備える。バックリング１４０は、シ
リンダチューブ１１０の内周面１１０ｂと壁部１２２の内周面１２２ｂとに対向して設け
られる。
【００２９】
　バックリング１４０は、シリンダチューブ１１０と壁部１２２とが接合されていない状
態では、シリンダチューブ１１０と壁部１２２とは別体に形成される。シリンダチューブ
１１０と壁部１２２との接合時には、バックリング１４０は、シリンダチューブ１１０と
壁部１２２との両方に嵌合する。これにより、接合時にシリンダチューブ１１０とシリン
ダボトム１２０との相対移動を防止することができ、シリンダチューブ１１０と壁部１２
２とを、これらの軸心を合わせた状態で接合することができる。
【００３０】
　また、シリンダチューブ１１０と壁部１２２とは、接合部１３０がシリンダチューブ１
１０及び壁部１２２の内周にまで達するように互いに溶接される。そのため、バックリン
グ１４０の外周面１４０ａが接合部１３０と接合される。なお、図２に示す例では、バッ
クリング１４０の外周面１４０ａの一部のみが接合部１３０と接合されるが、バックリン
グ１４０の外周面１４０ａの全体が接合部１３０と接合されていてもよい。
【００３１】
　シリンダチューブ１１０とシリンダボトム１２０とが接合されたシリンダ１００におい
ては、接合部１３０がシリンダチューブ１１０の内周面１１０ｂ及び壁部１２２の内周面
１２２ｂから突出することがある。接合部１３０の内周にバックリング１４０が設けられ
る場合においても、接合部１３０がバックリング１４０に向かって微小に突出することが
ある。このような場合、接合部１３０に突部の根元１１０ｃ，１２２ｃが形成される。根
元１１０ｃ，１２２ｃでは、シリンダ１００が軸方向に引張荷重を受けたときに応力集中
が生じやすい。
【００３２】
　シリンダ１００では、根元１１０ｃ，１１２ｃにおける応力を軽減するために、壁部１
２２の内周面１２２ｂに周方向に延在する環状の溝部１２４が形成されている。具体的に
は、溝部１２４は、溝部１２４の最大内径Ｄ３が壁部１２２の先端部１２２ａの内径Ｄ１
、及びシリンダチューブ１１０の開口端部１１０ａの内径Ｄ２よりも大きくなるように断
面弓形に形成される。以下において、溝部１２４の最大内径Ｄ３を、単に「溝部１２４の
内径Ｄ３」と称する。
【００３３】
　図３は、シリンダ１００が軸方向に引張荷重を受けたときにシリンダボトム１２０から
シリンダチューブ１１０に伝わる力の流れ（力線）を示す図であり、図２に対応して示す
。図３では、力線を破線で示し、シリンダチューブ１１０、シリンダボトム１２０及び接
合部１３０の断面を示す斜線を省略している。引張荷重は、例えば、シリンダ１００内の
作動油の圧力、及び油圧シリンダ１に連結される負荷によって、シリンダ１００に作用す
る。
【００３４】
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　シリンダ１００が軸方向に引張荷重を受けたとき、シリンダボトム１２０に作用する力
は、接合部１３０を通じてシリンダチューブ１１０に伝わる。このとき、力の経路は、溝
部１２４によって狭められる。溝部１２４の内径Ｄ３が壁部１２２の先端部１２２ａの内
径Ｄ１、及びシリンダチューブ１１０の開口端部１１０ａの内径Ｄ２よりも大きいので、
力は、接合部１３０における径方向外側の領域を主に経てシリンダチューブ１１０に伝わ
る。したがって、接合部１３０の内周に伝わる力を低減することができ、接合部１３０の
根元１１０ｃ，１２２ｃにおける応力を軽減することができる。これにより、根元１１０
ｃ，１２２ｃの破損を防止することができ、シリンダ１００の耐久性を向上させることが
できる。
【００３５】
　溝部１２４は、接合部１３０の近くに形成されるのが好ましい。これは、シリンダボト
ム１２０に作用する力は、壁部１２２における外周と溝部１２４との間を通過後、径方向
内側に広がりながら接合部１３０を経てシリンダチューブ１１０に伝わるためであり、溝
部１２４が接合部１３０の近くに形成されるほど、接合部１３０の内周面に伝わる力を低
減することができるためである。
【００３６】
　図２に示すように、シリンダ１００では、バックリング１４０は、溝部１２４における
接合部１３０側の縁１２４ａと対向するように設けられる。具体的には、バックリング１
４０の外周面１４０ａの縁の位置は、溝部１２４の縁１２４ａの位置と一致する。そのた
め、溝部１２４は、バックリング１４０から軸方向に間を空けることなく壁部１２２に形
成される。したがって、溝部１２４を接合部１３０に近づけつつ軸方向におけるバックリ
ング１４０の寸法を長くすることができ、シリンダチューブ１１０とシリンダボトム１２
０との位置決め精度を保ちつつ接合部１３０の内周での応力を軽減することができる。こ
れにより、シリンダ１００を高い精度で成形することがきるとともに耐久性を向上させる
ことができる。
【００３７】
　また、バックリング１４０の外周面１４０ａの縁の位置が溝部１２４の縁１２４ａの位
置と一致するため、バックリング１４０の外周面１４０ａの全体がシリンダチューブ１１
０の内周面１１０ｂと壁部１２２の内周面１２２ｂとに対向する。したがって、シリンダ
チューブ１１０と壁部１２２とを、これらの軸心をより高い精度で合わせた状態で接合す
ることができる。
【００３８】
　また、溝部１２４の内側面には、異なる曲率半径を有する第１及び第２曲面部１２４ｂ
，１２４ｃが形成される。具体的には、第１曲面部１２４ｂは、溝部１２４の底部１２４
ｄから縁１２４ａに向かって曲面状に形成され、第２曲面部１２４ｃは、底部１２４ｄか
ら縁１２４ａとは反対側に曲面状に形成される。
【００３９】
　第１曲面部１２４ｂの曲率半径は、第２曲面部１２４ｃの曲率半径よりも小さい。その
ため、溝部１２４の縁１２４ａと底部１２４ｄとの間隔は、第１曲面部１２４ｂの曲率半
径が第２曲面部１２４ｃの曲率半径以上である場合と比較して、小さくなる。したがって
、縁１２４ａを接合部１３０に近づけることなく底部１２４ｄを接合部１３０の近くに形
成することができ、シリンダチューブ１１０とシリンダボトム１２０との位置決め精度を
保ちつつ接合部１３０の内周での応力をより軽減することができる。これにより、シリン
ダ１００を高い精度で成形することがきるとともに耐久性をより向上させることができる
。
【００４０】
　また、シリンダ１００では、バックリング１４０は、シリンダチューブ１１０とシリン
ダボトム１２０とは別体として形成されシリンダチューブ１１０の内周面１１０ｂと壁部
１２２の内周面１２２ｂとに対向して設けられる。そのため、溶接時にシリンダチューブ
１１０及びシリンダボトム１２０からバックリング１４０に熱が伝わるのを軽減すること
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ができる。したがって、温度上昇に伴うバックリング１４０の軟化を防止することができ
、接合部１３０の突出を軽減することができる。これにより、接合部１３０における応力
集中を緩和することができ、シリンダ１００の耐久性をより向上させることができる。
【００４１】
　また、壁部１２２の内周面１２２ｂに溝部１２４が形成されているため、壁部１２２の
剛性は、溝部１２４が形成されていない場合と比較して低い。そのため、引張荷重やシリ
ンダ１００内の作動油の圧力によりシリンダチューブ１１０が変形したときにシリンダチ
ューブ１１０の変形に応じて壁部１２２を変形させることができ、接合部１３０の根元１
１０ｃ，１２２ｃに生じる応力集中を緩和することができる。
【００４２】
　シリンダ１００内の作動油の圧力によりシリンダチューブ１１０が変形するときには、
壁部１２２におけるボトム本体１２１側の付け根がたわみの支点となる。溝部１２４は、
壁部１２２とボトム本体１２１との間の隅部に形成されており、壁部１２２の付け根の剛
性が小さい。そのため、シリンダチューブ１１０の変形に応じて壁部１２２をより容易に
変形させることができる。したがって、接合部１３０の根元１１０ｃ、１２２ｃに生じる
応力集中をより緩和することができる。
【００４３】
　溝部１２４は、壁部１２２の内周面１２２ｂとボトム本体１２１の端面１２１ａに渡っ
て形成される。つまり、溝部１２４の内側面とボトム本体１２１の端面１２１ａとが角部
を間に有することなく連続する。そのため、溝部１２４の曲率半径を大きくすることがで
き、溝部１２４における応力集中を緩和することができる。
【００４４】
　以上の第１実施形態によれば、以下の効果を奏する。
【００４５】
　シリンダ１００では、バックリング１４０が溝部１２４の縁１２４ａと対向するため、
溝部１２４を接合部１３０に近づけつつバックリング１４０を長くすることができる。し
たがって、接合時にはシリンダチューブ１１０とシリンダボトム１２０とを高い精度で位
置決めすることができ、接合後には接合部１３０の内周での応力集中を軽減することがで
きる。これにより、シリンダ１００を高い精度で成形することがきるとともにシリンダ１
００の耐久性を向上させることができる。
【００４６】
　また、シリンダ１００では、バックリング１４０の外周面１４０ａの全体がシリンダチ
ューブ１１０の内周面１１０ｂと壁部１２２の内周面１２２ｂとに対向する。したがって
、接合時には、シリンダチューブ１１０と壁部１２２との軸心をより高い精度で合わせる
ことができる。
【００４７】
　また、シリンダ１００では、バックリング１４０は、シリンダチューブ１１０とシリン
ダボトム１２０とは別体として形成されシリンダチューブ１１０の内周面１１０ｂと壁部
１２２の内周面１２２ｂとに対向して設けられる。そのため、溶接時におけるバックリン
グ１４０の軟化を防止することができ、接合部１３０の突出を軽減することができる。こ
れにより、接合部１３０における応力集中を緩和することができ、シリンダ１００の耐久
性をより向上させることができる。
【００４８】
　また、第１曲面部１２４ｂの曲率半径が第２曲面部１２４ｃの曲率半径よりも小さいた
め、縁１２４ａを接合部１３０に近づけることなく底部１２４ｄを接合部１３０の近くに
形成することができる。したがって、接合部１３０の内周での応力をより軽減することが
でき、シリンダ１００をより高い精度で成形することがきるとともに耐久性をより向上さ
せることができる。
【００４９】
　＜第２実施形態＞
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　次に、本発明の第２実施形態に係るシリンダ２００について、図４を参照して説明する
。第１実施形態に係るシリンダ１００と同一の構成については同一の符号を付し、その説
明を省略する。また、シリンダ２００を適用可能な油圧シリンダは、図１に示される油圧
シリンダ１と略同じであるので、その図示を省略する。
【００５０】
　シリンダ２００では、バックリング１４０は、溝部１２４の縁１２４ａと重なっている
。具体的には、バックリング１４０は、溝部１２４の縁１２４ａを超えて接合部１３０と
は反対側荷延びている。
【００５１】
　シリンダ２００においても、シリンダ１００と同様に、溝部１２４が、バックリング１
４０から軸方向に間を空けることなく壁部１２２に形成される。したがって、シリンダ２
００を高い精度で成形することがきるとともに耐久性を向上させることができる。
【００５２】
　図示を省略するが、溝部１２４の内側面には、シリンダ１００の溝部１２４と同様に、
異なる曲率半径を有する第１及び第２曲面部が形成されていてもよい。
【００５３】
　＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態に係るシリンダ３００について、図５を参照して説明する
。第１実施形態に係るシリンダ１００と同一の構成については同一の符号を付し、その説
明を省略する。また、シリンダ３００を適用可能な油圧シリンダは、図１に示される油圧
シリンダ１と略同じであるので、その図示を省略する。
【００５４】
　シリンダ３００では、第１実施形態に係るシリンダ１００の溝部１２４（図２参照）に
代えて、溝部１１４がシリンダチューブ１１０の内周面１１０ｂに形成されている。バッ
クリング１４０は、溝部１１４における接合部１３０側の縁１１４ａと対向するように設
けられる。具体的には、バックリング１４０の外周面１４０ａの縁の位置は、溝部１１４
の縁１１４ａの位置と一致する。
【００５５】
　シリンダ３００においても、溝部１１４は、バックリング１４０から軸方向に間を空け
ることなくシリンダチューブ１１０に形成される。したがって、シリンダ３００を高い精
度で成形することがきるとともに耐久性を向上させることができる。
【００５６】
　図示を省略するが、バックリング１４０は、溝部１１４の縁１１４ａと重なっていても
よい。また。溝部１１４の内側面には、シリンダ１００の溝部１２４（図２参照）と同様
に、異なる曲率半径を有する第１及び第２曲面部が形成されていてもよい。加えて、壁部
１２２の内周面１２２ｂに、溝部１２４（図２参照）又は溝部１２４（図４参照）が形成
されていてもよい。
【００５７】
　＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態に係るシリンダ４００について、図６を参照して説明する
。第１及び第３実施形態に係るシリンダ１００，３００と同一の構成については同一の符
号を付し、その説明を省略する。また、シリンダ４００を適用可能な油圧シリンダは、図
１に示される油圧シリンダ１と略同じであるので、その図示を省略する。
【００５８】
　シリンダ４００では、第１及び第３実施形態に係るシリンダ１００，３００の溝部１２
４，１１４（図２及び図５参照）に代えて、溝部１１４，１２４がシリンダチューブ１１
０の内周面１１０ｂ及びシリンダボトム１２０の壁部１２２の内周面１２２ｂにそれぞれ
形成されている。バックリング１４０は、溝部１１４，１２４を覆うように設けられる。
【００５９】
　シリンダ４００においても、溝部１１４，１２４は、バックリング１４０から軸方向に
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間を空けることなくシリンダチューブ１１０及びシリンダボトム１２０の壁部１２２に形
成される。したがって、シリンダ４００を高い精度で成形することがきるとともに耐久性
を向上させることができる。
【００６０】
　また、バックリング１４０は、溝部１１４，１２４を覆うように設けられる。そのため
、内周面１１０ｂのうち溝部１１４に対して接合部１３０とは反対側の領域においてもバ
ックリング１４０が対向する。同様に、内周面１２２ｂのうち溝部１２４に対して接合部
１３０とは反対側の領域においてもバックリング１４０が対向する。したがって、バック
リング１４０の外周面１４０ａのより広い範囲でシリンダチューブ１１０とシリンダボト
ム１２０とを位置決めすることができ、シリンダチューブ１１０と壁部１２２とを、これ
らの軸心をより高い精度で合わせた状態で接合することができる。
【００６１】
　シリンダ４００では、溝部１１４，１２４が形成されているが、溝部１１４又は溝部１
２４のいずれかのみが形成されていてもよい。また、溝部１１４，１２４の内側面には、
シリンダ１００の溝部１２４（図２参照）と同様に、異なる曲率半径を有する第１及び第
２曲面部が形成されていてもよい。
【００６２】
　＜第５実施形態＞
　次に、本発明の第５実施形態に係るシリンダ５００について、図７を参照して説明する
。第１及び第３実施形態に係るシリンダ１００，３００と同一の構成については同一の符
号を付し、その説明を省略する。また、シリンダ５００を適用可能な油圧シリンダは、図
１に示される油圧シリンダ１と略同じであるので、その図示を省略する。
【００６３】
　シリンダ５００では、シリンダチューブ５１０は、ピストン３０（図１参照）を収容す
るチューブ本体５１１と、チューブ本体５１１の一端から軸方向に環状に延在する環状部
５１２と、を有する。チューブ本体５１１の内径がいわゆるシリンダ径に相当し、環状部
５１２の内径は、チューブ本体５１１の内径よりも大きい。
【００６４】
　環状部５１２の先端部がシリンダチューブ５１０の開口端部５１０ａであり、環状部５
１２の先端部によってシリンダチューブ５１０の開口が形成される。つまり、環状部５１
２が、シリンダボトム５２０の壁部５２２に溶接により接合される。換言すれば、シリン
ダチューブ５１０とシリンダボトム５２０とは、壁部５２２の先端部５２２ａとシリンダ
チューブ５１０の開口端部５１０ａとの間に形成される接合部１３０を介して互いに接合
される。この溶接には、プラズマ溶接及びＴＩＧ溶接を含むアーク溶接、ガス溶接、レー
ザー溶接、電子ビーム溶接、抵抗溶接、並びに摩擦圧接など任意の方法を用いることがで
きる。
【００６５】
　バックリング１４０は、シリンダチューブ５１０の環状部５１２の内周面５１０ｂと壁
部５２２の内周面５２２ｂとに対向して設けられる。そのため、シリンダチューブ５１０
の環状部５１２とシリンダボトム５２０の壁部５２２とを、これらの軸心を合わせた状態
で接合することができる。
【００６６】
　環状部５１２の内周面５１０ｂには周方向に延在する環状の溝部５１４が形成され、壁
部５２２の内周面５２２ｂには周方向の延在する環状の溝部５２４が形成される。バック
リング１４０の外周面１４０ａの縁の位置は、溝部５１４，５２４における接合部１３０
側の縁５１４ａ，５２４ａの位置と一致する。したがって、シリンダ５００を高い精度で
成形することがきるとともに耐久性を向上させることができる。
【００６７】
　図示を省略するが、バックリング１４０は、溝部５１４，５２４の縁５１４ａ，５２４
ａと重なるように設けられていてもよい。また、バックリング１４は、溝部５１４，５２
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４を覆うように設けられていてもよい。更に、溝部５１４，５２４の内側面には、シリン
ダ１００の溝部１２４（図２参照）と同様に、異なる曲率半径を有する第１及び第２曲面
部が形成されていてもよい。
【００６８】
　シリンダ５００は、環状部５１２の内周面５１０ｂ及び壁部５２２の内周面５２２ｂの
両方に溝部５１４及び溝部５２４が形成された形態に限られない。環状部５１２の内周面
５１０ｂにのみ溝部５１４が形成され壁部５２２の内周面５２２ｂには溝部５２４が形成
されていなくてもよい。また、壁部５２２の内周面５２２ｂにのみ溝部５２４が形成され
環状部５１２の内周面５１０ｂには溝部５１４が形成されていなくてもよい。
【００６９】
　＜第６実施形態＞
　次に、本発明の第６実施形態に係るシリンダ６００について、図８を参照して説明する
。第１実施形態に係るシリンダ１００と同一の構成については同一の符号を付し、その説
明を省略する。また、シリンダ６００を適用可能な油圧シリンダは、図１に示される油圧
シリンダ１と略同じであるので、その図示を省略する。
【００７０】
　シリンダ６００では、第１実施形態に係るシリンダ１００のバックリング１４０（図２
参照）に代えて、シリンダボトム６２０の壁部６２２と一体的に形成された位置決め部と
してのバック部６４０を備える。
【００７１】
　バック部６４０は、シリンダチューブ１１０と壁部６２２とが接合されていない状態で
は、シリンダチューブ１１０とは別体に形成される。シリンダチューブ１１０と壁部６２
２との接合時には、バック部６４０は、シリンダチューブ１１０に嵌合する。これにより
、接合時にシリンダチューブ１１０とシリンダボトム６２０との相対移動を防止すること
ができ、シリンダチューブ１１０と壁部６２２とを、これらの軸心を合わせた状態で接合
することができる。
【００７２】
　バック部６４０が壁部６２２と一体的に形成されるので、バック部６４０をシリンダチ
ューブ１１０に嵌合する際に、壁部６２２に対してバック部６４０が移動するのを防止す
ることができる。したがって、シリンダチューブ１１０と壁部６２２とを容易に接合する
ことができ、シリンダ６００を容易に製造することができる。
【００７３】
　接合部１３０は、シリンダチューブ１１０の内周にまで達している。そのため、バック
部６４０の外周面６４０ａが接合部１３０と接合される。なお、図８に示す例では、バッ
ク部６４０の外周面６４０ａの一部のみが接合部１３０と接合されるが、バック部６４０
の外周面６４０ａの全体が接合部１３０と接合されていてもよい。
【００７４】
　シリンダチューブ１１０の内周面１１０ｂには周方向に延在する環状の溝部１１４が形
成される。バック部６４０の外周面６４０ａの縁の位置は、溝部１１４における接合部１
３０側の縁１１４ａの位置と一致する。そのため、溝部１１４は、バック部６４０から軸
方向に間を空けることなくシリンダチューブ１１０に形成される。したがって、軸方向に
おけるバック部６４０の寸法を短くすることなく溝部１１４を接合部１３０の近くに形成
することができる。これにより、シリンダ６００を高い精度で成形することがきるととも
に耐久性を向上させることができる。
【００７５】
　壁部６２２の内周面６２２ｂには、環状の溝部６２４が形成される。溝部６２４の内径
Ｄ３は、シリンダチューブ１１０の開口端部１１０ａの内径Ｄ２よりも大きい。そのため
、溝部６２４によっても、接合部１３０の内周に伝わる力を低減することができ、接合部
１３０の根元１１０ｃにおける応力を軽減することができる。これにより、根元１１０ｃ
の破損を防止することができ、シリンダ６００の耐久性を向上させることができる。
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【００７６】
　図示を省略するが、バック部６４０は、溝部１１４の縁１１４ａと重なるように設けら
れていてもよい。また、バック部６４０は、溝部１１４を覆うように設けられていてもよ
い。更に、溝部１１４の内側面には、シリンダ１００の溝部１２４（図２参照）と同様に
、異なる曲率半径を有する第１及び第２曲面部が形成されていてもよい。
【００７７】
　また、バック部６４０は、壁部６２２に変えて、シリンダチューブ１１０と一体に形成
されていてもよい。この場合には、シリンダボトム６２０に代えて図２に示すシリンダボ
トム１２０によりシリンダチューブ１１０の開口が閉塞され、溝部１２４の縁１２４ａの
位置は、シリンダチューブ１１０と一体に形成されるバック部６４０の外周面６４０ａの
縁の位置と一致する。
【００７８】
　以下、本発明の実施形態の構成、作用、及び効果をまとめて説明する。
【００７９】
　シリンダ１００，２００，３００，４００，５００，６００は、シリンダチューブ１１
０，５１０と、環状の壁部１２２，５２２，６２２を有し、壁部１２２，５２２，６２２
とシリンダチューブ１１０，５１０とが互いに接合されてシリンダチューブ１１０，５１
０の開口を閉塞するシリンダボトム１２０，５２０，６２０と、シリンダチューブ１１０
，５１０及び壁部１２２，５２２，６２２の内周面１１０ｂ，１２２ｂ，５１０ｂ，５２
２ｂ，６２２ｂに対向して設けられ、シリンダチューブ１１０，５１０とシリンダボトム
１２０，５２０，６２０との相対位置を定めるバックリング１４０又はバック部６４０と
、内周面１１０ｂ，１２２ｂ，５１０ｂ，５２２ｂ，６２２ｂに形成され、周方向に延び
る溝部１１４，１２４，５１４，５２４と、を備え、バックリング１４０又はバック部６
４０は、溝部１１４，１２４，５１４，５２４の縁１１４ａ，１２４ａ，５１４ａ，５２
４ａと対向するように設けられる。
【００８０】
　この構成では、溝部１１４，１２４，５１４，５２４を壁部１２２，５２２，６２２と
シリンダチューブ１１０，５１０との接合部１３０に近づけつつバックリング１４０又は
バック部６４０を長くすることができる。したがって、接合時にはシリンダチューブ１１
０，５１０とシリンダボトム１２０，５２０，６２０とを高い精度で位置決めすることが
でき、接合後には接合部１３０の内周での応力を軽減することができる。これにより、シ
リンダ１００，２００，３００，４００，５００，６００の成形精度及び耐久性を向上さ
せることができる。
【００８１】
　また、シリンダ１００，２００，３００，４００，５００では、バックリング１４０は
、シリンダチューブ１１０，５１０及びシリンダボトム１２０，５２０とは別体として形
成され、シリンダチューブ１１０，５１０及び壁部１２２，５２２の両方の内周面１１０
ｂ，１２２ｂ，５１０ｂ，５２２ｂに対向して設けられる。
【００８２】
　この構成では、シリンダチューブ１１０，５１０及びシリンダボトム１２０，５２０か
らバックリング１４０への熱の伝達が軽減される。したがって、接合時におけるバックリ
ング１４０の軟化を防止することができ、壁部１２２，５２２とシリンダチューブ１１０
，５１０との接合部１３０の突出を軽減することができる。これにより、接合部１３０に
おける応力集中を緩和することができ、シリンダ１００，２００，３００，４００，５０
０の耐久性を向上させることができる。
【００８３】
　また、シリンダ１００，３００、５００，６００では、バックリング１４０又はバック
部６４０は、その縁の位置が溝部１１４，１２４，５１４，５２４の縁の位置と一致する
ように設けられる。
【００８４】
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　この構成では、バックリング１４０又はバック部６４０の外周面１４０ａ，６４０ａの
全体がシリンダチューブ１１０，５１０及び壁部１２２，５２２の内周面１１０ｂ，５１
０ｂ，１２２ｂ，５２２ｂと対向する。したがって、シリンダチューブ１１０，５１０と
壁部１２２，５２２とを、これらの軸心をより高い精度で合わせた状態で接合することが
できる。
【００８５】
　また、シリンダ４００は、バックリング１４０は、溝部１１４，１２４を覆うように設
けられる。
【００８６】
　この構成では、内周面１１０ｂ，１２２ｂのうち溝部１１４，１２４に対して接合部１
３０とは反対側の領域においてもバックリング１４０が対向する。したがって、シリンダ
チューブ１１０とシリンダボトム１２０との位置決め精度をより向上させることができる
。
【００８７】
　また、シリンダ１００では、溝部１２４の内側面は、溝の底部１２４ｄから接合部１３
０に向かって曲面状に形成される第１曲面部１２４ｂと、溝の底部１２４ｄから接合部１
３０とは反対側に向かって曲面状に形成される第２曲面部１２４ｃと、を有し、第１曲面
部１２４ｂの曲率半径は、第２曲面部１２４ｃの曲率半径よりも小さい。
【００８８】
　この構成では、溝部１２４の縁１２４ａを接合部１３０に近づけることなく溝部１２４
の底部１２４ｄを接合部１３０に近づけることができる。したがって、接合部１３０の内
周での応力をより軽減することができ、シリンダ１００の耐久性をより向上させることが
できる。
【００８９】
　本実施形態は、シリンダに作動油が給排されることによって伸縮作動する油圧シリンダ
１に係る。シリンダは、シリンダ１００，２００，３００，４００，５００，６００であ
る。
【００９０】
　この構成では、シリンダが前述のシリンダ１００，２００，３００，４００，５００，
６００であるので、シリンダは高い耐久性を有する。したがって、油圧シリンダ１の耐久
性を向上させることができる。
【００９１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではな
い。
【００９２】
　（１）本実施形態では、溝部１１４，１２４，５１４，５２４，６２４は、周方向に全
周に形成されるが、溝部１１４，１２４，５１４，５２４，６２４は、周方向における一
部に形成されていてもよい。
【００９３】
　（２）溝部１１４，１２４，５１４，５２４，６２４の断面は弓形以外の形状、例えば
三角形、四角形等の形状であってもよい。溝部１１４，１２４，５１４，５２４，６２４
の断面は弓形であることが好ましく、この場合には、溝部１１４，１２４，５１４，５２
４，６２４における応力集中を緩和することができる。
【００９４】
　（３）上記実施形態では、耐圧機器として、油圧シリンダ１に用いられるシリンダにつ
いて説明した。耐圧機器は、これに限らず、液体や気体を保管するためのボンベなどの圧
力容器でもよい。
【符号の説明】
【００９５】
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　１・・・油圧シリンダ（流体圧シリンダ）、１００,２００，３００，４００，５００
，６００・・・シリンダ（耐圧機器）、１１０，５１０・・・シリンダチューブ（筒状の
本体部）、１１０ｂ、５１０ｂ・・・内周面、１１４，５１４・・・溝部、１１４ａ，５
１４ａ・・・縁、１２０，５２０，６２０・・・シリンダボトム（蓋部）、１２２，５２
２，６２２・・・壁部、１２４，５２４・・・溝部、１２４ａ，５２４ａ・・・縁、１２
４ｂ・・・第１曲面部、１２４ｃ・・・第２曲面部、１２４ｄ・・・底部、１３０・・・
接合部、１４０・・・バックリング（位置決め部）、６４０・・・バック部（位置決め部
）

【図１】 【図２】



(15) JP 6530800 B2 2019.6.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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